
医療的ケア実施までの流れ 

入学前 

・保護者は本校の就学相談や１日入学等で、学校における医療的ケアの目的や実施手続き等

について説明を受けます。 

・主治医に学校で医療的ケアを行うことを相談し、了解を得ます。 

 

入学後 

① 保護者は、学校長へ「医療的ケア実施申請書」（在校中に実施したいケアの申請書）を 

提出します。 

 

② 学校は、校内委員会で医療的ケア実施の可否について検討を行います。 

 

③ 学校は、保護者に「医療的ケア適否通知書」（学校で実施可能なケアの通知や実施でき

ないケアの内容の通知）を配付します。 

 

④ 学校は「個別のケアマニュアル」（ケアごとの手順を記した書類）を作成し、保護者は

確認を行います。 

 

⑤ 保護者、学校の担当者と看護師は、医師からの「指示書」を囲み、主治医から医療的ケ

アに対する細かな指示を受けます。 

 

⑥  学校は「医療的ケア実施通知書」（学校で体制が整ったというお知らせ）と、 

「医療的ケア実施票」（家庭との連絡票）を保護者に配付します。 

 

⑦ 保護者は学校長へ「同意書」を提出します。 

 

⑧ 看護師による医療的ケアの実施。 

 

 

 ・入学後、看護師がお子様の状態を把握するまでの期間、保護者の付添いをお願いします。 

・緊急時の看護師対応など必要に応じて、随時連携をお願いします。 

 

 


